
暮
ら
し
の
お
知
ら
せInform

ation
　
「
市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
電
子

メ
ー
ル
」
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
市
政

に
対
す
る
提
言
・
要
望
・
意
見
な
ど
を

幅
広
く
聴
い
て
、
今
後
の
市
政
に
反
映

さ
せ
て
い
く
た
め
の
制
度
で
す
。

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
市
長
が
直
接

目
を
通
し
、
各
課
に
対
応
を
指
示
し
ま

す
。
回
答
を
希
望
す
る
人
に
は
、
書
面

ま
た
は
E
メ
ー
ル
で
回
答
し
ま
す
。
回

答
に
は
、
1
・
2
カ
月
程
度
の
期
間
を

要
し
ま
す
。

　
各
課
で
も
、
担
当
す
る
業
務
に
つ
い

て
意
見
や
要
望
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

道
路
の
補
修
や
公
園
遊
具
の
修
理
な
ど

早
急
な
対
応
が
必
要
な
場
合
は
、
直
接

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
内
容
に
よ
っ
て

は
、
市
の
回
答
と
併
せ
て
「
広
報
な
り

た
」
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
無
記
名
で

掲
載
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市
長
へ
の
手
紙

　
市
役
所
や
下
総
・
大
栄
支
所
、
公
民

館
な
ど
市
の
施
設
に
専
用
の
用
紙（
受

取
人
払
い
）が
置
い
て
あ
り
ま
す
。

　
専
用
の
用
紙
以
外
を
利
用
す
る
場
合

は
「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
書
い
て
、
切

手
を
貼
っ
て
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

市
長
へ
の
F
A
X

　
市
内
か
ら
は
次
の
番
号
に
送
信
し
て

く
だ
さ
い
。
送
信
料
は
か
か
り
ま
せ
ん

（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
か
ら
は
有

料
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

1
0
1
2
0
‐
8ハ
ロ
ー
6
0
‐で

2つ
な
ぐ
7
9

　
市
外
か
ら
は
次
の
番
号
に
送
信
し
て

く
だ
さ
い
。
送
信
料
は
か
か
り
ま
す
。

F
A
X
0
4
7
6
‐
24
‐
1
0
8
6

市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
市
長
へ
の
電

子
メ
ー
ル
」（http://w

w
w
.city.nar 

ita.chiba.jp/shisei/page3021 

00.htm
l

）か
ら
送
信
で
き
ま
す
。

　
E
メ
ー
ル（nrtsodan@

city.nari 
ta.chiba.jp

）も
利
用
で
き
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
、
こ
の
ア
ド
レ
ス
か
ら
の
電

子
メ
ー
ル
を
受
信
で
き
る
よ
う
に
設
定

し
て
く
だ
さ
い
。

行
っ
て
い
ま
す
。
利
用
に
は
予
約
が
必

要
で
す
。
予
約
は
八
富
成
田
斎
場（
☎

23
‐
4
5
1
1
）で
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

滞
納
処
分
を
強
化

自
動
車
税

　
県
で
は
、
自
動
車
税
を
未
納
の
人
に

対
し
、
預
貯
金
、
給
与
、
自
動
車
な
ど

の
差
し
押
さ
え
を
強
化
し
ま
す
。
未
納

の
場
合
は
、
早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
4
8
3
‐
1
1
5
0
）、

県
税
務
課（
☎
0
4
3
‐
2
2
3
‐
2 

1
2
7
）へ
。

11
月
30
日
ま
で

個
人
事
業
税
の
納
付

　
個
人
事
業
税
の
第
2
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日
㈭
で
す
。
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
納
税
は
便
利
で
確
実

　
市
政
と
関
係
の
な
い
内
容
や
、
個

人
・
団
体
を
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
す
る
内
容
、
政

治
活
動
・
選
挙
運
動
・
営
業
活
動
・
宗

教
活
動
に
関
す
る
内
容
は
受
け
付
け
ま

せ
ん
。

　
ま
た
、「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
や
、
趣
旨
が
不
明
確
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
回
答
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
回
答
を
希
望
す
る
場
合
は
、
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
を
忘
れ
ず
に
書
い
て

く
だ
さ
い
。
記
入
が
な
い
場
合
は
、
参

考
意
見
と
し
て
受
け
付
け
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課
市
民
相
談

室（
☎
20
‐
1
5
0
7
）へ
。

申
し
込
み
は

八
富
成
田
斎
場
へ

火
葬
や
式
場
の
利
用

　
八や

つ
富と

み
成
田
斎
場
で
は
通
夜
と
告
別
式

を
行
う
こ
と
が
で
き
、
霊
き
ゅ
う
車
の

利
用（
市
内
の
自
宅
、
病
院
な
ど
か
ら

斎
場
ま
で
）や
祭
具
の
貸
し
出
し
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ペ
ッ
ト
の
火
葬
は
、
犬
・
猫
・
ウ
サ

ギ
な
ど
の
小
動
物
を
対
象
に
、
ペ
ッ
ト

火
葬
場（
八
富
成
田
斎
場
向
か
い
）で

な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
4
8
3
‐
1
1
1
4
）へ
。

美
し
い
ま
ち
を

わ
た
し
た
ち
の
手
で

環
境
美
化
運
動

　
12
月
3
日
㈰
を
中
心
に
、
区
や
自
治

会
な
ど
の
協
力
に
よ
り
、
環
境
美
化
運

動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
運
動
で
は
、
各
地
区
の
道
路
や

公
園
な
ど
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
瓶
・
缶

な
ど
の
ご
み
拾
い
を
行
い
ま
す
。

　
個
人
で
環
境
美
化
運
動
に
参
加
す
る

場
合
は
、
事
前
に
ク
リ
ー
ン
推
進
課

（
☎
20
‐
1
5
3
0
）へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

あ
な
た
の
声
を

聴
か
せ
て
く
だ
さ
い

市
長
へ
の
手
紙

地域をきれいにしよう
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災
の
原
因
と
も
な
り
ま
す
。

　
野
焼
き
は
一
部
を
除
き
、
法
律
で
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
禁
止
の
例
外
と
な

る
行
為
も
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に

著
し
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
場
合
は
、
行
政
指
導
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

日
常
生
活
の
悩
み
を

法
律
・
税
金
・
登
記
総
合
相
談

　
離
婚
・
相
続
・
登
記
・
境
界
紛
争
・

贈
与
な
ど
の
日
常
生
活
に
お
け
る
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
の
専
門
家
が
無
料
で
相
談
に
応
じ

ま
す
。

日
時
＝
12
月
2
日
㈯ 

午
前
10
時
〜
午

後
4
時（
受
け
付
け
は
午
前
9
時
30

分
〜
午
後
3
時
）

国
民
健
康
保
険
税
払
込
証
明
書

申
請
場
所
＝
納
税
課
・
市
民
税
課（
市

役
所
2
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

問
い
合
わ
せ
先
＝
納
税
課（
☎
20
‐
1 

5
1
9
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
払
込
証
明
書

申
請
場
所
＝
保
険
年
金
課（
市
役
所
1

階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

問
い
合
わ
せ
先
＝
保
険
年
金
課（
☎
20 

‐
1
5
4
7
）

介
護
保
険
料
払
込
証
明
書

申
請
場
所
＝
介
護
保
険
課（
市
役
所
議

会
棟
1
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

問
い
合
わ
せ
先
＝
介
護
保
険
課（
☎
20 

‐
1
5
4
5
）

※
く
わ
し
く
は
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。

事
故
防
止
に
努
め
て

狩
猟
解
禁

　
狩
猟
期
間
が
始
ま
り
ま
し
た
。
対
象

地
域
で
は
、
わ
な
や
銃
器
な
ど
に
よ
る

狩
猟
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
山
林
な
ど
に
出
掛
け
る
場
合
は
、
事

前
に
対
象
地
域
を
確
認
し
た
り
、
目
立

つ
色
の
服
を
着
用
し
た
り
し
て
、
事
故

防
止
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ハ
ン
タ
ー
の
皆
さ
ん
は
マ

ナ
ー
を
守
り
、
安
全
な
狩
猟
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

狩
猟
期
間
＝
2
月
15
日
㈭
ま
で

対
象
地
域
＝
市
街
地
・
鳥
獣
保
護
区
・

休
猟
区
・
公
道
・
公
園
・
寺
社
境

内
・
墓
地
を
除
く
市
内
全
域

※
く
わ
し
く
は
県
自
然
保
護
課（
☎

0
4
3
‐
2
2
3
‐
2
9
7
2
）へ
。

一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で

労
災
職
業
病
な
ん
で
も
相
談
会

　
労
働
災
害
や
職
業
病
な
ど
の
労
働
職

業
病
に
関
し
て
、
弁
護
士
や
専
門
家
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

日
時
＝
11
月
25
日
㈯　
午
後
1
時
〜
4

時
会
場
＝
千
葉
市
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

※
相
談
を
希
望
す
る
人
は
当
日
直
接
会

場
へ
。
く
わ
し
く
は
千
葉
中
央
法
律

事
務
所（
☎
0
4
3
‐
2
2
5
‐
4 

5
6
7
）へ
。

会
場
＝
ミ
レ
ニ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
佐
倉

※
相
談
を
希
望
す
る
人
は
当
日
直
接
会

場
へ
。
く
わ
し
く
は
佐
倉
市
自
治
人

権
推
進
課（
☎
0
4
3
‐
4
8
4
‐
6 

1
2
8
）へ
。

年
末
調
整
で
必
要
な
人
は

申
請
を

確
定
申
告
の
た
め
の
証
明
書

　
市
で
は
、
確
定
申
告
に
必
要
な
証
明

書
を
1
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
年
末

調
整
で
事
前
に
必
要
な
人
は
、
次
の
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い（
事
前
申
請

し
た
人
に
は
、
1
月
の
送
付
は
し
ま
せ

ん
）。
な
お
、
証
明
す
る
の
は
、
普
通

徴
収（
納
付
書
・
口
座
振
替
・
ペ
イ

ジ
ー
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納

付
）の
金
額
の
み
で
す
。

持
ち
物
＝
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運

転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な

ど
）

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

野
焼
き

　
野
外
で
の
ご
み
の
焼
却
行
為（
野
焼

き
）は
、
不
完
全
燃
焼
に
よ
る
一
酸
化

炭
素
や
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
の
有

害
物
質
を
発
生
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
灰
で
洗
濯
物
が
汚
れ
る
、

煙
で
窓
が
開
け
ら
れ
な
い
な
ど
、
近
隣

住
民
の
迷
惑
に
な
り
ま
す
。
特
に
、
こ

れ
か
ら
の
季
節
は
空
気
が
乾
燥
し
、
火

10月16日〜31日

市長
日誌

公民館まつりであいさつ（27日）

16日 国道409号道路整備促進期成
同盟会総会・要望活動

17日 生涯学習推進協議会

20日

県道成田神崎線整備促進期成
同盟要望活動（県議会・県執行
部）
成田市御案内人 市川海老蔵中
学生歌舞伎講座

21日 成田弦まつり
玉造地区敬老会

22日 遠山地区敬老会
久住地区敬老会

23日
千葉県根木名川土地改良区臨
時総代会
防犯まちづくり推進協議会

25日 千葉県立栄特別支援学校開校
記念式典

26日 首都圏中央連絡自動車道建設
促進県民会議駅頭キャンペーン

27日 公民館まつり

28日 いずみ聖地公園管理組合創立
40周年記念祝賀会

29日 市消防操法大会
橋賀台地区敬老会

①国民健康保険税（第5期）
②後期高齢者医療保険料（第5期）
③介護保険料（第5期）

※ くわしくは①納税課（☎20-1519）、②保険年金課
（☎20-1526）、③介護保険課（☎20-1545）へ。

11月30日㈭

限期今 月 の 納

広報なりた 2017.11.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です7



暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Inform
ation

放射線量測定結果
　10月に測定した次の場所は、放射線量が除染目標値

（0.23マイクロシーベルト/時）以下でした。
測定場所＝小中学校、保育園・幼稚園・認可外保育施設、

市役所、下総・大栄支所、大清水大気測定局（遠山中
敷地内）、幡谷大気測定局（久住体育館隣）

※詳細は、市ホームページ（http://www.city.narita.chi 
ba.jp/anshin/page113900.html）に掲載しています。
くわしくは環境対策課（☎20-1532）へ。

農産物などの放射性物質検査の結果
　10月に検査した次の品目は、放射性物質が基準値以
下でした。
検査品目＝サツマイモ、ゴボウ、ソバ、人参、枝豆
※詳細は、市ホームページ（http://www.city.narita.chi 

ba.jp/anshin/page164300.html）に掲載しています。
くわしくは農政課（☎20-1541）へ。

得
月
額
が
15
万
8
、
0
0
0
円
以
下

（
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
子
育
て
世

帯
な
ど
は
21
万
4
、
0
0
0
円
以
下
）

◦
市
内
に
続
け
て
6
カ
月
以
上
、
居
住

し
て
い
る
か
勤
務
先
が
あ
る

◦
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

◦
申
込
者
・
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

が
暴
力
団
員
で
は
な
い

◦
連
帯
保
証
人
が
い
る

家
賃
＝
希
望
す
る
住
宅
や
、
世
帯
の
所

得
額
に
よ
っ
て
異
な
る

申
込
書
配
布
場
所
＝
建
築
住
宅
課（
市

役
所
5
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

申
し
込
み
方
法
＝
申
込
書
を
12
月
1
日

㈮
〜
15
日
㈮（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

に
建
築
住
宅
課
へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
6 

4
）へ
。

草
刈
り
機
を

無
料
で
貸
し
出
し

空
き
地
の
管
理

　
空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
た
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
さ
れ

た
り
、
害
虫
類
の
発
生
原
因
と
な
っ
た

り
す
る
な
ど
、
周
囲
に
迷
惑
が
掛
か
り

ま
す
。
ま
た
、
通
行
の
妨
げ
や
火
災
の

原
因
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
空
き
地
の

所
有
者
は
早
め
に
草
を
刈
る
な
ど
、
土

地
の
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

12
月
1
日
か
ら
受
け
付
け

市
営
住
宅

　
市
で
は
、
市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募

集
し
ま
す
。

申
し
込
み
資
格
＝
次
の
要
件
を
全
て
満

た
す
人

◦
住
宅
に
困
っ
て
い
る

◦
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る

（
高
齢
者
な
ど
、
単
身
で
入
居
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

◦
所
定
の
方
法
で
算
出
し
た
世
帯
の
所

　
市
で
は
、
草
刈
り
機
を
無
料（
刈
り

刃
と
燃
料
は
個
人
負
担
）で
貸
し
出
し

て
い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

新
た
に
取
り
組
む
人
へ

県
農
林
水
産
就
業
相
談
会

　
県
内
で
農
業
や
林
業
、
漁
業
に
取
り

組
も
う
と
す
る
人
や
、
農
業
法
人
へ
の

就
職
を
考
え
て
い
る
人
を
対
象
に
、
情

報
提
供
や
個
別
相
談
、
新
規
就
業
者
に

よ
る
体
験
発
表
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
11
月
23
日（
木
・
祝
） 
午
前
10

時
〜
午
後
3
時

会
場
＝Q

iball（
き
ぼ
ー
る
）（
千
葉
市
）

※
く
わ
し
く
は
千
葉
県
園
芸
協
会（
☎
0 

4 

3
‐
2
2 

3
‐
3
0
0
8
）へ
。

正
確
な
申
告
を

す
る
た
め
に

青
色
決
算
・
消
費
税
説
明
会

　
成
田
税
務
署
で
は
、
所
得
税
の
青
色

申
告
決
算
書
の
作
成
や
消
費
税
・
地
方

消
費
税
の
申
告
書
な
ど
の
書
き
方
に
つ

い
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
で
事
業
や
不
動
産
貸
し

付
け
を
行
う
人
は
、
記
帳
と
帳
簿
書
類

の
保
存
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
保
存
制

度
の
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp/tetsuzu 

ki/shinkoku/shotoku/kojin_jig 

yo/index.htm

）で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

期
日
と
会
場

◦
12
月
1
日
㈮
…
印
旛
合
同
庁
舎（
佐

倉
市
）2
階
大
会
議
室

◦
12
月
5
日
㈫
…
印
西
市
役
所
3
階
大

会
議
室

◦
12
月
6
日
㈬
…
八
街
市
中
央
公
民
館

2
階
小
・
中
会
議
室

◦
12
月
7
日
㈭
…
成
田
市
中
央
公
民
館

講
堂

時
間
＝
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5
1
）へ
。

団地名（住所） 募集戸数 間取り 入居人数

北囲護台団地
（囲護台1385-1）

2戸（1、2階） 3DK
（6、6.5、4.5畳） 2人以上

1戸（5階） 3DK
（6、6、7.5畳） 3人以上

南囲護台団地
（囲護台1254-2） 1戸（3階） 2DK

（6、6畳） 2人以上
中囲護台団地

（囲護台2-3-1） 1戸（1階） 3DK
（6、6、4.5畳） 2人以上

桜川団地
（三里塚248） 2戸（1、4階） 3K

（6、4.5、3畳） 1人以上
橋賀台団地

（橋賀台3-1） 5戸（1〜4階） 3K
（6、6、3畳） 2人以上
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